
（増刊 35）東 京 都 公 報令和3年3月31日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

３５

規

則

○
東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部
保
健
政
策
課
）…
�

○
東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部
疾
病
対
策
課
）…
�

○
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
施
設
支
援
課
）…
�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
�

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…
��

○
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…（
同
）…
��

○
薬
局
等
の
行
う
医
薬
品
の
広
告
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
環
境
保
健
衛
生
課
）…
��

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
感
染
症
対
策
部
計
画
課
）…
�	

○
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
中
央
卸
売
市
場
管
理
部
総
務
課
）…
�


○
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
用
地
部
管
理
課
）…
��

○
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
代
替
地
の
売
払
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
公
園
緑
地
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
管
理
課
）…
��

○
東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
��

○
東
京
都
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
船
舶
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
港
湾
局
総
務
部
財
務
課
）…
��

○
東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
振
興
課
）…
��

○
東
京
都
営
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
��

○
東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）…
��

○
東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
会
計
企
画
課
）…
��

○
東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）…
��

○
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

規

則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。



令和3年3月31日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 35） ２

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
三
号

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
十
五
号
中
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
食
品
衛
生
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
等
を
定
め
る
命
令
（
令
和
元
年
内
閣

府
・
厚
生
労
働
省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
命
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ニ

中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
五
十
三
条
第
二

項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
受
理
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
ル
を
削
り
、
ヌ
を
ヨ
と
し
、
リ
を
削
り
、
チ
を
ヌ
と

し
、
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル

省
令
第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
業
の
届
出
の
受
理

ヲ

命
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
回
収
の
届
出
の
受
理

ワ

命
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理

カ

命
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
回
収
の
終
了
の
届
出
の
受
理

第
一
条
第
二
十
五
号
中
ト
を
チ
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
被
害
情
報
の
届
出
の
受
理

第
一
条
第
二
十
五
号
へ
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

へ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

へ

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
一
条
第
二
十
五
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
五
の
二

東
京
都
食
品
安
全
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求
、
立
入
調
査
及
び
物
件
の
提
出
要
求

第
一
条
第
二
十
六
号
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
食
品
表
示
法
第
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
ア

レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期
限
、
食
品
を
安
全
に
摂
取
す
る
た
め
に
加
熱
を
要
す
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
の

食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
七

年
内
閣
府
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ニ

府
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
回
収
の
届
出
の
受
理

第
一
条
第
二
十
七
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
六
号
の
二
を
同
条
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
第
四
十
一

号
ロ
中
「
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
二

項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
」
を
「
、
第
二
項
、
第
四

項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
十

四
条
第
十
四
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し

書
」
を
「
第
二
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
カ
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
三
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同

号
ネ
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ユ
を
ミ
と
し
、
ケ
か
ら
キ
ま
で
を
コ
か
ら
メ
ま

で
と
し
、
同
号
マ
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
号
マ
を
同
号
フ
と
し
、
同
号
ヤ

中
「
第
一
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
第
一
条
の
七
」
を
「
第
二
条
の
五
」

に
改
め
、
同
号
ヤ
を
同
号
ケ
と
し
、
同
号
ク
中
「
第
一
条
の
六
」
を
「
第
二
条
の
四
」
に
改
め
、
同
号

ク
を
同
号
マ
と
し
、
同
号
オ
中
「
第
一
条
の
五
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
号
中
オ
を
ヤ
と
し
、

ノ
を
ク
と
し
、
ヰ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヰ

法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
販
売
業
者
又
は
高
度
管
理

医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
に
対
す
る
遵
守
事
項

の
改
善
措
置
命
令

ノ

法
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
反
広
告
（
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
販
売
業
者

又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
若
し
く
は
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
者
若
し
く
は
貸
与
業
者
に
よ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
措
置
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
違
反
広
告
に
係
る
措
置
要
請

第
二
条
中
「
及
び
ヘ
、
第
二
十
五
号
の
二
、
第
二
十
五
号
の
三
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
六
号
の
二
、

第
二
十
七
号
ワ
」
を
「
、
ト
及
び
ヲ
か
ら
カ
ま
で
、
第
二
十
五
号
の
二
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
」
に
、

「
及
び
ヰ
」
を
「
、
ノ
及
び
オ
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
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当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
改
正
規
定
（
「
及
び

ヰ
」
を
「
、
ノ
及
び
オ
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
項
の
規
定

令
和
三
年
六
月
一

日
二

附
則
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日

２

東
京
都
食
品
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
九
号
）
附
則

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
食
品

安
全
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
前

項
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
以
下
「
六
月
改
正

後
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

保
健
所
長
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附

則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
準
備
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
六
月
改
正
後
規
則
第
一
条
第
二
十

五
号
へ
に
規
定
す
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則

の
公
布
の
日
か
ら
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
六
月
改
正
後
規
則
第
一
条
第

二
十
五
号
へ
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
行
わ
れ
る
同
条

に
よ
る
改
正
後
の
法
」
と
す
る
。

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
四
号

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

年
月

日
生

男
・
女

」
を
「

年
月

日
生

」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式

（表面）
中

「

年
月

日
男
・
女

」
を
「

年
月

日

」

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

年
月

日
生

男
・
女

」
を
「

年
月

日
生

」

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

年
月

日
生

男
・
女

」
を
「

年
月

日
生

」

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

年
月

日
生

男
・
女

」
を
「

年
月

日
生

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

「ふ
り
が
な

男・女

」
を

「ふ
り
が
な

」

氏
名

氏
名

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。
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別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「
年

月
日
生

男
・
女

」
を
「

年
月

日
生

」

に
、
「係

長

」
を
「課

長
代
理

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

「男・女
年

月
日
生

」
を

「

年
月

日
生

」

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
中

「男
・
女

年
月

日
生

」
を
「

年
月

日
生

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
五
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
、
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム

変
更
・
休
止
・
廃
止
届
（
別
記
第
二
十
七
号
様
式
）
」
の
下
に
「
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
休
止
・
廃
止

届
（
別
記
第
二
十
八
号
様
式
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「⑼

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
を

「⑼
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

⑽
そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
の
二
様
式
中
「⑻

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
を

「⑻
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

⑼
そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「⑼

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
を

「⑼
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

⑽
そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
の
二
様
式
中
「⑻

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
を

「⑻
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

⑼
そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「第

６９条
第
２
項

」
の
次
に
、
「及

び
老
人
福
祉
法
施

行
細
則
第
１１条

第
２
項

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
及
び
第
二
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
（
こ
の
規

則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
、
第
四
条
に
規
定
す
る
指
定
書
及
び
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
内
容
変
更
確
認
書

を
添
え
て
」
を
削
る
。

ふ
り

が
な

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「医

療
機
関
の
名
称

」
を
「医

療
機
関
の
名
称

」
に
改
め
、

同
様
式

（記入上の注意）
２
中
「担

当
科
目
」
は
、

」
の
次
に
「
「身

体
障
害
者
福
祉
法
第
１５条

の
規
定
に
基
づ
く
医

師
の
指
定
要
領

」別
紙

」
を
加
え
、
同
様
式

（記入上の注意）
３
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
中
「あ
て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
六
号
様
式
中
「あ
て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式

（記入上の注意）
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
同
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（記入上の注意）
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
同
様
式
中
「担

当

者
所
属

」
を
「事

務
担
当
者
所
属

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
六
年
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「㊞
」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
の
二

（第一片）
及
び
様
式
第
三
号
の
三
中
「㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
注
意
）
字
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
つ
き
り
と
書
く
こ
と
。

別
記
様
式
第
六
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
注
意
）
字
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
つ
き
り
と
書
く
こ
と
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（注意）
３
を
削
る
。

か
い

別
記
様
式
第
九
号

（表面）
注
意
１
中
「楷

書

」
を
「楷

書

」
に
改
め
、
同
様
式

（表面）
注
意
４
中
「フ

ァ
ク
シ

ミ
リ
を

」
を
「メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

」
に
、
「フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

」
を
「メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス

」
に
改

め
、
同
様
式

（裏面）
中
「は

り
付
け

」
を
「貼

付

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
、
様
式

第
六
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
、
様
式
第
十
三
号
、
様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
()表
中
「写

真
ち
ょ
う
付

」
を
「

写
真

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
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施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

薬
局
等
の
行
う
医
薬
品
の
広
告
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
九
号

薬
局
等
の
行
う
医
薬
品
の
広
告
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

薬
局
等
の
行
う
医
薬
品
の
広
告
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
東
京
都
規
則

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ
て
」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を

削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
薬
局
等
の
行
う
医
薬
品
の
広
告
の
適
正
化

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
イ
）
か
ら
第
一
号
様
式
（
ハ
）
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

こ
ん

別
記
第
一
号
様
式
（
ニ
）
中
「昆

虫

」
を
「昆

虫

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
ホ
）
か
ら
第
二
号
様
式
（
ハ
）
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
イ
）
か
ら
第
四
号
様
式
（
ハ
）
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
一
号

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
イ
）
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
及
び
第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定

中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
（
イ
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
中
「２

部
写
し
を
と
り
、
正
本
と
写

し
１
部
を
提
出
し
、
残
り
の
写
し
は
控
え
と
し
て

」
を
「本

報
告
書
の
控
え
を

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
（
ロ
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
中
「２

部
写
し
を
と
り
、
正
本
と
写

し
１
部
を
提
出
し
、
残
り
の
写
し
は
控
え
と
し
て

」
を
「本

報
告
書
の
控
え
を

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様

式
（
イ
）
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
、
第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
十
号
様
式
（
イ
）
及
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び
第
十
号
様
式
（
ロ
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
二
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
中
「（

注
）
ふ
り
が
な
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
削
り
、
「本

籍
（
都
道
府

県
名
）

」
を
「本

籍
地
都
道
府
県
名
（
国
籍
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「（

注
）
ふ
り
が
な
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
、

「

な
お
、
⑵
の
書
類
で
変
更
事
項
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
追
加
で
改
正
原
戸
籍
等
が
必
要
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

」

を「

な
お
、
⑵
の
書
類
で
変
更
事
項
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
追
加
で
改
正
原
戸
籍
等
が
必
要
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊
名
簿
登
録
事
項
（
氏
名
・
本
籍
地
都
道
府
県
名
等
）
に
変
更
は
な
く
、
旧
姓
又
は
通
称
名
を

併
記
し
た
免
許
証
の
訂
正
交
付
の
み
を
す
る
場
合
は
、
旧
姓
又
は
通
称
名
を
併
記
し
た
住
民
票

の
添
付
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
た
だ
し
、
現
在
の
氏
名
と
併
記
を
希
望
す
る
旧
姓

又
は
通
称
名
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
。
）
。

」

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
別
記
第
一

号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
三
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
東
京

都
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
中
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一

条
の
四
と
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
別
記
第
一
号
様
式
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の

三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
積
極
的
疫
学
調
査
等
命
令
書
）

第
一
条
の
二

法
第
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
質
問
又
は
調
査
に
応
ず
べ
き
こ
と
の
命
令
を
行
う

と
き
、
又
は
行
っ
た
と
き
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
中
「
別
記
第
一
号
様
式
の
三
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
別
記
第
二
十
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三

十
条
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
報
告
又
は
協
力
の
求
め
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は

協
力
の
求
め
を
行
う
と
き
、
又
は
行
っ
た
と
き
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
法
第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
協
力
の
求

め
を
行
う
と
き
、
又
は
行
っ
た
と
き
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

別
表
第
１
の
部
２
の
項
⑶
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
一
号
様
式
の
四
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中
「第

１
条
の
３

」
を
「第

１
条
の
４

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様

式
を
別
記
第
一
号
様
式
の
三
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

１
条
の
２

」
を
「第

１
条
の
３

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を

別
記
第
一
号
様
式
の
二
と
し
、
別
表
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律

の

」
を
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

の

」
に
、

「⑶
こ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
保
健
所
は
入
院
の
措
置
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

」
を

「⑶
入
院
期
間
中
に
逃
げ
た
と
き
は
、
法
第
８０条

の
規
定
に
よ
り
、
５０万

円
以
下
の
過
料
に
処

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑷
こ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
保
健
所
は
入
院
の
措
置
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律

の
」
を
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

の

」
に
、

「⑶
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

」
を

「⑶
入
院
期
間
中
に
逃
げ
た
と
き
又
は
正
当
な
理
由
が
な
く
入
院
期
間
の
始
期
ま
で
に
入
院
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
法
第
８０条

の
規
定
に
よ
り
、
５０万

円
以
下
の
過
料
に
処
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

⑷
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

」
に
、

「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑶

の

」
を
「⑷

の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律

の

」
を
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

の

」
に
、

「⑶
こ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
保
健
所
は
入
院
の
措
置
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

」
を

「⑶
入
院
期
間
中
に
逃
げ
た
と
き
は
、
法
第
８０条

の
規
定
に
よ
り
、
５０万

円
以
下
の
過
料
に
処

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑷
こ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
保
健
所
は
入
院
の
措
置
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律

の

」
を
「感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

の

」
に
、

「⑶
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

」
を

「⑶
入
院
期
間
中
に
逃
げ
た
と
き
は
、
法
第
８０条

の
規
定
に
よ
り
、
５０万

円
以
下
の
過
料
に
処

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑷
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
な
お
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ

て
も
、
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

」
に
、

「⑷

」
を
「⑸

」
に
、
「⑶

の

」
を
「⑷

の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
二
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
の
二
及
び
第
十
号
様
式
中
「印

」
を

削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
()表
及
び
第
十
三
号
様
式
の
二
中

「

申
請
者
氏
名

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

」
を
「

申
請
者
氏
名

」
に
、
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「
患
者
氏
名

性
別

」
を

「

患
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
()表
及
び
第
十
四
号
様
式
の
三
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
()表
及
び
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中

「

申
請
者
氏
名

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

」
を
「

申
請
者
氏
名

」
に
、

「

患
者
氏
名

性
別

」
を

「

患
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「第

２９条

」
を
「第

３０条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
五
号
様
式

と
し
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
以
後
の
入
院

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
若
し
く
は
第
二
十
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
法
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
及
び
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
自
己
負
担
（
新
規
則
第
十

四
条
第
五
項
の
自
己
負
担
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
の
認
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
入

院
に
係
る
自
己
負
担
の
額
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
の
二
、

第
十
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式

の
三
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に

残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま

で
の
規
定
中
「㊞
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
別

記
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式
ま
で

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
〇
・
〇
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
〇
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利

率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
代
替
地
の
売
払
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
六
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
代
替
地
の
売
払
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
代
替
地
の
売
払
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
代
替
地
の
売
払

に
関
す
る
規
則
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
公
園
緑
地
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
七
号

東
京
都
公
園
緑
地
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
園
緑
地
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
㈢
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
十
八
条
各
号
、
第
十

九
条
及
び
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

第
四
号
㈠
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
八
号

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
施

行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
現
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
九
号

東
京
都
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
及
び
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
施
行
規

則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
現
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
船
舶
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
号

東
京
都
船
舶
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
船
舶
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百

八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、

「問
い
合
わ
せ
先

」
を
「問

合
せ
先

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「実

印

」
を
削
り
、

「※
受
取
に
当
た
っ
て
は
、
実
印
を
押
印
の
上
、
所
有
者
等
本
人
の
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
取
人
が
所
有
者
等
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
欄
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
所

有
者
等
か
ら
船
舶
の
受
取
に
つ
い
て
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

」
を

「

受
取
人
が
所
有
者
等
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
欄
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
所
有
者
等
か

ら
船
舶
の
受
取
に
つ
い
て
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、

「問
い
合
わ
せ
先

」
を
「問

合
せ
先

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「実

印

」
を
削
り
、

「※
受
取
に
当
た
っ
て
は
、
実
印
を
押
印
の
上
、
所
有
者
等
本
人
の
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
取
人
が
所
有
者
等
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
欄
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
所

有
者
等
か
ら
船
舶
売
却
代
金
の
受
取
に
つ
い
て
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し

を
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て
く
だ
さ
い
。

」

「

受
取
人
が
所
有
者
等
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
欄
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
所
有
者
等
か

ら
船
舶
売
却
代
金
の
受
取
に
つ
い
て
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
「問

い
合
わ
せ
先

」
を

「問
合
せ
先

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
()表
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
船
舶
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
現
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
条
中
「
し
て
、
こ
れ
に
押
印
」
及
び
「
の
う
え
、
こ
れ
に
押
印
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
()表
中
「職

氏
名

印

」
を
「職

氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「不

渡
と

」
を
「不

渡
り
と

」
に
、
「下

さ
い

」
を
「く

だ
さ
い

」
に
、
「さ

き

」
を
「先

」
に
、
「引

換
え
ま
す

」
を
「引

き
換
え
ま
す

」
に
、
「う

え

」
を

「上

」
に
、
「ご

持
参

」
を
「御

持
参

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
の
一
中
「
下
さ
い
」
を
「
く
だ
さ
い
」
に
、
「納

入
者

住
所

氏
名

㊞

」

を
「納

入
者

住
所

氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
臨
海
地
域
開
発
事
業
財
務
規
則
別

記
第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
、
第
三
十
号
様
式
、
第
三
十
九
号
様

式
、
第
四
十
一
号
様
式
、
第
四
十
三
号
様
式
の
一
及
び
第
五
十
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
号

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
三
号
地
の
項
中
「
三
十
五
万
一
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
十
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改

め
、
同
表
別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
営
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
三
号

東
京
都
営
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
営
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
申
請
書
（
東
京
都
大
島
空
港
、
東
京
都
新
島
空
港
、
東
京
都
神
津
島
空
港
、
東

京
都
三
宅
島
空
港
、
東
京
都
八
丈
島
空
港
及
び
東
京
都
調
布
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
別
記
第
二
号
様
式
、

東
京
都
東
京
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
あ
つ
て
は
別
記
第
二
号
様
式
の
二
）
」
を
「
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
申

請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
記
第
二
号
様
式
の
二
」
を
「
別
記
第
二
号
様
式
」
に
、
「
前
条

第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
の
二
」
を
「
別
に
告
示
す
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
の
三
」
を
「
別
記
第
四
号
様
式
の
二
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
の
三
」
を
「
別
記
第
四
号
様
式
の
二
」
に
、
「
別
記
第
四
号
様
式
の

四
」
を
「
別
記
第
四
号
様
式
の
三
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
の
五
又
は
出
口
精
算
式
自
動
料
金
精
算
機
が
発
行
す
る
別
記

第
四
号
様
式
の
六
に
よ
る
」
を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
申
請
書
（
東
京
都
大
島
空
港
、
東
京
都
新
島
空
港
、
東
京
都
神
津
島
空
港
、
東

京
都
三
宅
島
空
港
、
東
京
都
八
丈
島
空
港
及
び
東
京
都
調
布
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
別
記
第
五
号
様
式
、

東
京
都
東
京
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
あ
つ
て
は
別
記
第
五
号
様
式
の
二
）
」
を
「
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
申

請
書
」
に
、
「
第
一
条
第
四
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
の
二
を
削
り
、
第
四
号
様
式
の
三
を
第
四
号
様
式
の
二
と
し
、
第
四
号
様
式
の
四

を
第
四
号
様
式
の
三
と
し
、
第
四
号
様
式
の
五
及
び
第
四
号
様
式
の
六
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
二
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
営
空
港
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二

号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
四
号

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
、
当
該
預
金
明
細
帳
に
証
印
を
し
」
を
削
る
。

別
記
中
「
第
一
号
様
式

異
動
通
知
書

第
五
条

第
二
号
様
式

印
鑑
通
知
書

第
五
条
」
を
「
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式

削
除
」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
及
び
第
２
号
様
式

削
除

別
記
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
十
号
様
式
中

「あ
て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、

「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中

「

調
査

課
長

部
長

局
長

」
を

「

」
に
、
「終

り

」
を
「終

わ
り

」
に
、

「あ
て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
特
別
企
業
出
納
員
事
務
取
扱
規
則

の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の

は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
五
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報

推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
制
度
企
画
課
長
」
の
下
に
「
、
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
で
取
り
扱
う
旅
費

に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
同
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
運
営
担
当
課
長
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

会
計
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
出
納
員
に
、
そ
れ
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ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
会
計
事
務
を
委
任
す
る
。

一

主
税
局
、
都
税
事
務
所
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
支
庁
の
特
別
出
納
員

所
管
に
属
す

る
税
務
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
支
出
命
令
及
び
振
替
収
支
命
令
の
審
査
を
す
る
こ

と
。

二

総
務
局
の
特
別
出
納
員

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
で
取
り
扱
う
旅
費
事
務
に
つ
い
て
の
支
出
命
令

及
び
振
替
収
支
命
令
の
審
査
を
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

警
視
庁
の
出
納
員

警
察
署
に
属
す
る
収
入
の
う
ち
、
会
計
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
徴
収
す
る
、
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
、
東
京
都
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
、
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
及
び
警
視
庁
関
係
手
数
料

条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
九
号
）
に
定
め
る
手
数
料
の
領
収
及
び
払
込
み
を
す
る

こ
と
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
旅
費
事
務
」
の
下
に
「
（
総
務
局
に
執
行
委
任
し
た
旅
費
に
関
す
る
事
務

を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
第
一
項
中
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
入
札
保
証
金
」
の
下
に
「
（
入
札
期
日
に
入
札

及
び
開
札
を
行
う
場
合
に
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
二
条
中
「
し
て
、
こ
れ
に
押
印
」
及
び
「
の
う
え
、
こ
れ
に
押
印
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
及
び
第
二
号
様
式
中
「（

公
印
省
略
）

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
、
第
七
号
様
式
甲
、
同
様
式
丙
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
六
号

様
式
、
第
三
十
二
号
様
式
甲
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
九
号
様
式
及
び
第
四
十
一
号
様
式

の
二
乙
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
六
号
様
式
中
「（

公
印
省
略
）

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
号
様
式
甲
中

「上
記
の
と
お
り
繰
替
使
用
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

会
計
管
理
局

主
管
課
・
所

」
を

調
査

課
長
代
理

課
長

調
査

課
長
代
理

課
長

「上
記
の
と
お
り
繰
替
使
用
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

局
・
所
長

殿
会
計
管
理
者

」
に

改
め
る
。

別
記
第
五
十
号
様
式
乙
中

「調
査

課
（
所
）
長

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
八
号
様
式
甲
か
ら
同
様
式
丁
中
「（

公
印
省
略
）

」
を
削
る
。

別
記
第
六
十
号
様
式
及
び
第
六
十
一
号
様
式
中

「

「

簿
記

出
納
員

」
を

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

百
十

円
百

十
円

別
記
第
六
十
一
号
様
式
の
二
及
び
第
六
十
一
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
百
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
百
十
二
号
様
式
の
二
中

「

「
簿

記
出
納
員

」
を

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

千
百

十
円

千
百

十
円

別
記
第
百
十
二
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。
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別
記
第
百
十
三
号
様
式
の
二
及
び
第
百
十
四
号
様
式
中

「

「

簿
記

出
納
員

」
を

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

百
十

円
百

十
円

別
記
第
百
十
七
号
様
式
中

「

「
会
計
管
理
局

」
を

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式

簿
記

課
長

住
所
・
氏

名
住

所
・
氏

名

備
考
一
中
「
こ
の
場
合
は
、
合
計
表
の
認
印
を
も
つ
て
送
付
の
印
と
す
る
。
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考

三
を
削
る
。

別
記
第
百
十
八
号
様
式
中

「

「

会
計
管
理
局

」
を

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式

簿
記

課
長

住
所
・
氏

名
住

所
・
氏

名

備
考
一
中
「
こ
の
場
合
は
、
合
計
表
の
認
印
を
も
つ
て
、
請
求
、
領
収
の
印
と
す
る
。
」
を
削
る
。

別
記
第
百
十
九
号
様
式
表
面
中
「納

入
者

住
所

氏
名

印

」
を
「納

入
者

住
所

氏
名

」
に
改
め

る
。別

記
第
百
二
十
四
号
様
式
、
第
百
二
十
八
号
様
式
及
び
第
百
二
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
様
式
（
こ
の
規

則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
六
号

東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
中
「（

公
印
省
略
）

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

「

物
品
出
納
員

」
を

「

」
に
改
め
る
。

数
量

単
価

区
分

数
量

単
価

区
分

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中

「

簿
記

物
品

管
理
者

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
及
び
第
四
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
様
式
（
こ
の
規

則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
七
号

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
冬
服
の
部
上
衣
の
款
中
「
そ
で
章
」
を
「
袖
章
」
に
、
同
款
製
式
の
項
中
「
ふ
た
」
を

「
蓋
」
に
改
め
、
同
表
夏
服
の
部
上
衣
の
款
製
式
の
項
中
「
そ
で
」
を
「
袖
」
に
、
「
長
そ

で
」
を
「
長
袖
」
に
、
「
半
そ
で
」
を
「
半
袖
」
に
、
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
部
ズ
ボ
ン
の

款
製
式
の
項
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
表
執
務
服
の
部
上
衣
の
款
製
式
の
項
中
「
そ
で
は
付

け
そ
で
」
を
「
袖
は
付
け
袖
」
に
、
「
そ
で
口
」
を
「
袖
口
」
に
、
「
ふ
た
付
き
」
を
「
蓋
付
き
」
に
、

「
ふ
た
を
」
を
「
蓋
を
」
に
、
「
左
そ
で
」
を
「
左
袖
」
に
改
め
、
同
表
予
防
服
の
部
冬
予
防
服
の
款

第
二
種
の
項
中
「
長
そ
で
」
を
「
長
袖
」
に
、
「
ふ
た
付
き
」
を
「
蓋
付
き
」
に
改
め
、
同
部
夏
予
防

服
の
款
第
二
種
の
項
中

「
地

質

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

」
を

製

式

標

識

肩

章

「
地

質

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

に

製

式

台
襟
付
き
シ
ャ
ツ
カ
ラ
ー
の
長
袖
又
は
半
袖
と
す
る
。

左
右
胸
部
に
蓋
付
き
ア
ウ
ト
ポ
ケ
ッ
ト
を
各
一
個
付
け
る
。

標

識

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

」

肩

章

改
め
る
。

別
表
第
二
冬
服
の
部
上
衣
の
款
中
「
そ
で
章
」
を
「
袖
章
」
に
改
め
、
同
表
予
防
服
の
部
夏
予
防
服

の
款
第
二
種
の
項
中

「
地

質

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

」
を

製

式

標

識

肩

章

「
地

質

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

」
に

製

式

あ
わ
せ
を
右
上
前
と
す
る
ほ
か
、
男
性
消
防
吏
員
予
防
服
夏
予
防
服
第
二
種

と
同
様
と
す
る
。

標

識

冬
予
防
服
第
二
種
と
同
様
と
す
る
。

肩

章

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
八
号

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
三
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
一
号
中
「
三
千
円
」
を
「
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
千
円
」
を
「
三

千
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊

勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
規
定

は
、
令
和
三
年
一
月
八
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

２

適
用
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給

す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
手
当
を
支
給
さ
れ
た
職
員
で
、
改
正
後
の
規
則

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
出
動
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
前

の
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
出
動
手
当
は
、
改
正
後
の
規
則
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
出
動
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
九
号

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

冬 服

地

質

冬
帽
に
同
じ
。

」
を

製 式

上 衣

襟

テ
ー
ラ
ー
カ
ラ
ー
と
す
る
。

前

面

胸
部
は
一
重
と
し
、
消
防
団
章
を
打
ち
出
し
た
金
色

金
属
製
ボ
タ
ン
三
個
を
一
列
に
付
け
、
ポ
ケ
ッ
ト
は

左
胸
部
及
び
下
部
左
右
に
各
一
個
を
付
け
る
。

後

面

腰
部
セ
ン
タ
ー
ベ
ン
ツ
と
す
る
。

襟

章

男
性
消
防
団
員
冬
服
と
同
様
と
す
る
。

そ
で
章

階
級
を
表
示
す
る
一
条
な
い
し
三
条
の
金
色
線
を
表

半
面
に
巻
く
。

ズ

ボ

ン

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
部
及
び
両
側
後
方
に
ポ
ケ

ッ
ト
各
一
個
を
付
け
る
。

「

冬 服

上 衣

地

質

冬
帽
に
同
じ
。

」
に
、

製 式

襟

テ
ー
ラ
ー
カ
ラ
ー
と
す
る
。

前

面

胸
部
は
一
重
と
し
、
消
防
団
章
を
打
ち
出
し
た
金
色

金
属
製
ボ
タ
ン
三
個
を
一
列
に
付
け
、
ポ
ケ
ッ
ト
は

左
胸
部
及
び
下
部
左
右
に
各
一
個
を
付
け
る
。

後

面

腰
部
セ
ン
タ
ー
ベ
ン
ツ
と
す
る
。

襟

章

男
性
消
防
団
員
冬
服
と
同
様
と
す
る
。

袖

章

階
級
を
表
示
す
る
一
条
な
い
し
三
条
の
金
色
線
を
表

半
面
に
巻
く
。

ズボン

地

質

冬
帽
に
同
じ
。

製

式

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
部
及
び
両
側
後
方
に
ポ
ケ

ッ
ト
各
一
個
を
付
け
る
。

ネク
タイ

色

緑
色
、
濃
紺
色
及
び
オ
レ
ン
ジ
色
を
配
色
す
る
。

「

地

質

冬
帽
に
同
じ
。

襟

Ｖ
ネ
ッ
ク
と
す
る
。

胸
部
は
二
重
と
し
、
消
防
団
章
を
打
ち
出
し
た
金
色
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夏 服

製 式

上 衣

前

面

金
属
製
ボ
タ
ン
三
個
を
二
列
に
付
け
、
ポ
ケ
ッ
ト
は

左
胸
部
及
び
下
部
左
右
に
各
一
個
付
け
る
。

」
を

襟

章

金
属
製
で
左
胸
に
付
け
る
。
中
央
に
消
防
団
章
を
配

し
、
上
部
に
「
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
」
を
、

下
部
に
「
Ｖ
Ｏ
Ｌ
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｅ
Ｒ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ

Ｃ

Ｏ
Ｒ
Ｐ
Ｓ
」
を
銀
色
文
字
で
入
れ
、
背
景
を
紺
色
と

す
る
。
そ
の
四
方
に
赤
色
を
配
し
、
上
部
に
ロ
ー
マ

字
で
所
属
消
防
団
名
を
、
下
部
に
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
」

を
銀
色
文
字
で
入
れ
る
。

標

識

左
ポ
ケ
ッ
ト
の
上
部
に
所
属
消
防
団
名
を
黄
色
で
表

示
す
る
。

ス

カ

ー

ト

キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ
ー
ト
と
し
、
両
も
も
部
に
ポ
ケ
ッ

ト
各
一
個
を
付
け
る
。

「

夏 服

上 衣

地

質

青
色
及
び
白
色
の
麻
混
紡
織
物
と
し
、
一
部
に
濃
紺

色
及
び
オ
レ
ン
ジ
色
を
配
色
す
る
。

」
に
、

製 式

襟

男
性
消
防
団
員
夏
服
と
同
様
と
す
る
。

前

面

長
袖
及
び
半
袖
と
し
、
と
も
に
ヨ
ー
ク
及
び
前
立
て

付
き
と
す
る
。
紺
色
の
ボ
タ
ン
を
一
列
に
付
け
る
。

胸
部
左
右
に
外
ひ
だ
蓋
付
き
の
ポ
ケ
ッ
ト
各
一
個
を

付
け
、
蓋
は
紺
色
の
ボ
タ
ン
各
一
個
で
留
め
る
。

襟

章

男
性
消
防
団
員
冬
服
と
同
様
と
す
る
。

ズボン

地

質

男
性
消
防
団
員
夏
帽
と
同
様
と
す
る
。

製

式

長
ズ
ボ
ン
と
し
、
両
も
も
部
及
び
両
側
後
方
に
ポ
ケ

ッ
ト
各
一
個
を
付
け
、
左
後
方
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
紺
色

の
ボ
タ
ン
一
個
で
留
め
る
。

スカート

地

質

男
性
消
防
団
員
夏
帽
と
同
様
と
す
る
。

製

式

キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ
ー
ト
と
し
、
両
も
も
部
に
ポ
ケ
ッ

ト
各
一
個
を
付
け
る
。

ネク
タイ

色

灰
色
と
す
る
。

「
階
級
章

男
性
消
防
団
員
階
級
章
に
同
じ
。

」
を

ネク
タイ

色

緑
、
濃
紺
及
び
オ
レ
ン
ジ
色
を
配
色
す
る
。

「
階
級
章

男
性
消
防
団
員
階
級
章
に
同
じ
。

」
に

改
め
る
。

別
図
中
十二
及
び
十三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
の
消
防
団
員
服
制
規
則
の
規
定
に
よ
る
女
性
消
防
団
員
服
制

中
の
夏
服
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
号

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則

第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も

の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
一
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則

第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
()裏
中
「㊞
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
号
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
号
()表
、
様
式
第
十
一
号
()表
及
び
様
式
第
十
二
号
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
二
面
中
「印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
「き

損

」
を
「毀
損
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
及
び
様
式
第
二
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙

で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
二
号

救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
救
急
業
務
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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